
 2025酒まつり

ブールバール通り出店募集要項

イベント概要  

◆ 名 称 2025酒まつり
◆ ⽇ 時 2025年10⽉11⽇(⼟) 10：00〜19：00

 2025年10⽉12⽇(⽇) 10：00〜17：00 2⽇間
◆ 場 所 JR⻄条駅周辺
◆ 主 管 2025酒まつり実⾏委員会
◆ 主 催 公益社団法⼈東広島市観光協会

酒まつり出店に関して厳守すること

下記を守らない場合は、出店を取り⽌めさせていただきます。
① 出店要項を順守すること
② 出店説明会(8⽉8⽇(⾦))へ必ず参加すること
③ 出店料を期⽇(9⽉8⽇(⽉))までに⼊⾦すること
④ 出店資格の貸与、譲渡⼜は名義貸しを⾏わないこと



出店申込書類提出期限：2025年7⽉11⽇(⾦)17：00締
1⃣ バザー出店申込書
2⃣ 酒まつり出店に際しての念書

出店可否の決定：2025年7⽉15⽇(⽕)
出店の可否はメールにてお知らせします。

※出店の可否については実⾏委員会で決めさせていただきます。
   可否についての問い合わせは⼀切お答えしかねますのでご了承ください

出店が決まった⽅へはメールにて追加書類を送付いたします

出店説明会：2025年8⽉8⽇(⾦) 19:00〜
場所：東広島商⼯会議所会館4階 ⽂化ホール
（⽋席の場合は出店キャンセルとみなします）

8⽉8⽇(⾦)提出期限書類：3⃣ 出店届出表
   4⃣⃣臨時出店施設開設届（飲⾷の⽅のみ）

（説明会当⽇「道路使⽤許可申請書」の作成があります）

出店料⽀払期⽇：2025年9⽉8⽇(⽉)まで
期⽇までにお振込みがない場合は出店キャンセルとみなします
（「出店募集要項-4 出店管理料」を参照ください）
９⽉８⽇(⽉)提出期限書類：5⃣ 露店等従事者調査票

保険証券写し提出期限：2025年9⽉22⽇(⽉)必着

酒まつり当⽇(10⽉11⽇(⼟)）の朝、消防署の現地点検があります
必ずチェックシートをお持ちください

申込みから出店までのスケジュール



1， 出店(営業)⽇時 

1⽇⽬：10⽉11⽇(⼟) 10：00〜18：30
2⽇⽬： 10⽉12⽇(⽇) 10：00〜16：30
・出店(営業)時間は厳守願います。
・2⽇間通して出店してください。
・営業時間を過ぎての販売はご遠慮ください。営業時間を過ぎて販売される
場合、翌年以降の出店をお断りさせていただきます。

3， 出店枠 
縦 1.5 間 × 横 2 間

・枠からはみ出す設営・販売⾏為は認めません。
・軒先に歩⾏者の通⾏の妨げになるような物は置かないこと。

出店募集要項

2， 出店場所 
酒まつり ブールバール通り

・ブールバールでの出店場所は出店説明会にて抽選で決定します。

⾦融機関名 :広島銀⾏ ⽀店名: ⻄条⽀店

⼝座番号 : 普通 0494041

⼝座名 : サケマツリジツコウイインカイ

４，出店管理料(2⽇間分) 
【ブールバール⻄側（くらら側）】

 お振込み⾦額
物販：28,182円＋ 2,818円(消費税10％) ＝ 31,000円（税込, 10％対象)
飲⾷：55,455円＋ 5,545円(消費税10％) ＝ 61,000円（税込, 10％対象)

【ブールバール東側（市役所側） 】
               お振込み⾦額

物販：30,909円＋ 3,091円(消費税10％) ＝ 34,000円（税込, 10％対象)
飲⾷：60,909円＋ 6,091円(消費税10％) ＝ 67,000円（税込, 10％対象)
インボイス登録番号： T2240005003550 ）

＜下記⼝座へ 9⽉8⽇(⽉)までにお振込みください＞
振込⼿数料は貴社にてご負担をお願いいたします。
請求書は発⾏いたしませんのでお忘れのないよう振込をお願いいたします。



５，出店説明会 

⽇時：8⽉8⽇(⾦)  19：00 〜
場所：東広島商⼯会議所会館4階 ⽂化ホール
（⽋席の場合は出店キャンセルとみなします）

６， 申込書類提出について 
 ＜提出締切⽇＞

2025年7⽉11⽇(⾦) 17：00締
   1⃣ バザー出店申込書

2⃣ 酒まつり出店に際しての念書

2025年8⽉8⽇(⾦)締

  3⃣ 出店届出表
 ・税務署へ酒類販売の申請をされる⽅はお酒の販売⽤の「出店

 許可証」が必要ですので出店届表の欄の「必要」に〇をして
 ください。（既に酒類許可資格を持っている⽅対象… ⑫酒類
 販売参照 ）

  4⃣ 臨時出店施設開設届（飲⾷の⽅のみ）
 ・届出済商品のみ販売可能です。届出のない物は販売禁⽌。

     ・「臨時出店施設開設届」に記載した物以外を販売し保健所か
ら指導を受けた場合、次年度以降の出店ができなくなります。

2025年9⽉8⽇(⽉)締 

 5⃣ 露店等従事者調査票 

＜申込書類の提出先＞
・E-mail ：  sakematsuri@hh-kanko.ne.jp
（メールの件名に「2025酒まつり出店提出書類」と「団体名」を
⼊れてください）

2025年9⽉22⽇(⽉)締 

 保険証券写し



⑤ 設営 について
（1）テント・机・イス等の備品は、酒まつり実⾏委員会では⽤意いたしません。

出店者様での準備となります。ただし、ご⾃分での準備がむずかしい⽅は、
実⾏委員会が斡旋する業者の⽅に直接お申込みください。   

（2）⾷品を提供する団体においては歩道の汚れを防ぐため床⾯は必ずコンパネ・
  ブルーシートを敷き、油を使⽤されるところは、更に段ボールにて養⽣を
  してください。

（3）⽕気器具は、必ず不燃材（鉄板、⽯膏ボード等）の上に設置してください。
（4）隣の出店者との境界を順守すること、また煙対策でトラブルにならない

  ようにすること。
（5）夜間の安全対策として、ガスボンベのバルブ⼝はカバーで覆い、勝⼿に

開閉されないようにしてください。

出店要項詳細

② 搬出⽇時
１⽇⽬：10⽉11⽇(⼟)   19：45 〜
２⽇⽬：10⽉12⽇(⽇)   17：45〜

                  ・2⽇⽬の撤収作業が終わり次第、出店部会本部まで報告してください。
     （スタッフが確認後、終了とします。ご協⼒よろしくお願い致します。） 

③ 駐⾞場 
    ・出店者⽤駐⾞場はありません。

・付近の商店などの駐⾞場を絶対に利⽤しないでください。

搬⼊・搬出とも当⽇の交通規制実施状況により時間が変更になる場合もございます
のでご了承ください。

① 搬⼊(準備)⽇時 
前   ⽇：10⽉10⽇(⾦)  12：00 〜 19：00
１⽇⽬：10⽉11⽇(⼟)    7：00 〜   9：30
２⽇⽬：10⽉12⽇(⽇)    8：00 〜   9：30

・⾞道からの物品搬⼊となりますので、設営後は⾞両を速やかに移動して
ください。

④ 道路使⽤許可申請書
     ・出店説明会で、道路使⽤許可申請書に記⼊して頂きます。
･ 酒まつり当⽇、必ず各店の⾒える所に許可書をつけること。



2013年に発⽣しました福知⼭花⽕⼤会の露店爆発事故、また、東広島市⽕
災予防条例の改正（2014年8⽉1⽇施⾏）により、警察・消防当局から酒まつり
で安全・安⼼を担保するために、厳しい指導を受けております。

以下の内容についてご理解をいただき、ご協⼒をお願いします。

⑥-1 消防当局の点検について
（1）使⽤する⽕気器具及び危険物について、消防局への報告が義務

付けられています。実⾏委員会でまとめて報告しますので、
使⽤される⽕気器具及び危険物を、「バザー出店申込書」に
必ず記⼊してください。

（2）＜当⽇の開店前に消防局の現地点検があります＞
・使⽤器具・・・ガスコンロ、焼き台、フライヤー、発電機、

ハロゲンライトなど
・使⽤燃料・・・ガスボンベ、カセットボンベ、ガソリン・

軽油、電気など

 出店説明会に配布した「チェックシート」を、消防局が酒まつり
 当⽇の朝に現地で回収し、その内容の通り設営が出来ているか
 点検します。 
「チェックシート」は事前にご記⼊の上、当⽇ご持参ください。

（3）⽕気器具は、必ず不燃材（鉄板、⽯膏ボード等）の上に設置
してください。

（4）ガス線三股や分岐は使⽤しないでください。また、ボンベは
  転倒防⽌材を使⽤するか、テントの柱にロープで固定して
  ください。

⑥-2 消⽕器の設置について（消⽕器のレンタルはございません）
（1）物販、展⽰、飲⾷に関わらず、１ブースに1個の消⽕器（３型以上の物）

を必ず設置して下さい。【⽕気器具を使⽤しないブースも対象です】

▶東広島市⽕災予防条例◀
 ≪液体燃料、固体燃料、気体燃料を使⽤する器具、電気を熱源とする器具

 の取扱い≫
・祭礼、縁⽇、花⽕⼤会、展⽰会その他の多数の者の集合する催しに

  際して使⽤する場合にあっては消⽕器の準備をした上で使⽤すること。

（2）酒まつり当⽇、消防局の⽴会いのもと消⽕器設置のチェックを⾏います。
（3）消⽕器未設置の出店者様については、当⽇の営業を認めません。



⑦ ブールバール通り、避難経路の確保について
・爆発事故が⽣じた際、安全な避難経路と歩⾏者⽤通路を確保するため、出店
スペースを下図のようにレイアウトしてください。

⑧ 電気について
・酒まつり実⾏委員会では⽤意いたしません。
・発電機を使⽤される⽅は、路上の汚れ防⽌の為に排煙対策をとること。

⑨ ⾷材の下処理 
・事前に下処理・加⼯すること。
・⾷材の下処理は、現場では禁⽌です。
・保健所職員が当⽇抜き打ちで巡回されています。

⑩ 検体提出
  ・⼀品につき、50ｇ以上。
   全品⽬、出店当⽇午前10時30分までに準備願います。

 ・検体を当⽇実⾏委員会の者が回収に⾏きますので、加熱したものは冷ま
して準備しておいてください。

・マイナス20度にて2週間以上保管させていただきます。
・製造物責任・⽣産物責任《ＰＬ法》において万が⼀事故が起きた場合、
実⾏委員会では責任を持ちかねます。

・保管料として、2,200円が出店管理料に含まれています。

⑪ 販売価格設定
・⾃由。酒まつりの⽬的【まちづくりと地域活性化など】をご理解のうえで
決定してください。
・単価において、店同⼠のトラブルがないようにしてください。



⑭ その他注意事項
・⽵串等の先の鋭利なものは、鋭利な部分を切って使⽤してください。
・⼩さいお⼦様やお年寄りの⽅への配慮、及び事故のないよう気を付けてく

ださい。
・店舗前に即席ゴミ箱の設置は厳禁です.
・各決まりごとを守り、酒まつりの趣旨をよくご理解頂き協⼒してください

ますようお願いいたします。違反者は次年度より受付いたしません。
・暴⼒団関係者の出店はお断りしております。

⑬ ゴミ・廃油の処理について（物販・展⽰・飲⾷ブース共通）

事業系⼀般廃棄物（ごみ）の排出については出店説明会で東広島市廃棄物
  対策課より説明があります。（事前に別紙「酒まつりにおける 事業系⼀般
  廃棄物(ごみ)の排出について」を参照ください）  

   ・持ち込み品は全て持ち帰ること。
  ・各店のゴミ・廃油・持込物は各⾃で処分してください。  

  ・シンクはザルを⽤意し残渣を受けて流すこと。残渣ゴミは各⾃で処分して
  ください。

 ・歩道や路上・植⽊・下⽔・側溝・下⽔道・排⽔⼝へ汚⽔や液状の物を流し
 たり、また汚れが残ったり、シンクが詰まったりしないように注意する
 こと。撤去後、洗浄等の費⽤が発⽣した場合、実費請求をいたします。 

     ≪ごみ処分についての問合せ先≫
東広島市役所 廃棄物対策課 TEL 082-420-0926

⑫ 酒類販売 
 ・未開封の酒類を販売される場合は⻄条税務署にて「期限付き⼩売業免許」

                 を取得してください。
・取得するには「出店許可証」が必要です。「出店許可証」が必要な⽅は
出店届表の欄の「必要」に〇をしてください。（他の容器に移し⼜は開栓
しその場で消費する場合には、販売業免許は不要です）
・サーバーの使⽤はご遠慮ください。（⽇本酒のみ可）



⑮ 保険の加⼊について

保険の加⼊は必須条件です。

（1）保険内容
＜ 飲⾷ブース ＞

飲⾷ブースは1と2、両⽅の保険加⼊が必須です。
1．施設賠償責任保険等（例、福知⼭市露店爆発事故の備え）
2，⽣産物賠償責任保険等

（例、⾷中毒の備：潜伏期間もある為、１4⽇間以上保証期間があること）

 
                                             

＜ 物販ブース ＞
・施設賠償責任保険等（例、福知⼭市露店爆発事故の備え）

（2）保険証券の写しの提出について
① 現在、加⼊されている⽅は、保険内容を確認されて、”保険証券”の写しを

提出してください。
② 新規に加⼊される⽅は、「保険契約申込書」および「⽀払領収書の写しを

提出してください。（実⾏委員会が斡旋する業者にお申し込みの場合は、
不要です）

③ 提出締切⽇ 9⽉22⽇(⽉)必着

・補償内容：対⼈対物 １事故/１億円以上
・保険期間：10⽉10⽇12:00〜（前⽇設営時の事故に配慮）

14⽇間以上（⾷中毒の潜伏期間考慮）

・補償内容：対⼈対物 １事故/１億円以上
・保険期間：10⽉10⽇ 12:00 〜 10⽉12⽇ 23:00

（前⽇設営時の事故に配慮）



【 問合せ先 】
酒まつり実⾏委員会事務局
〒739-0025 広島県東広島市⻄条中央7丁⽬23番35号
TEL：（082）420-0330 FAX：（082）420-0329
e-mail：sakematsuri@hh-kanko.ne.jp

⑯ 返⾦について
【出店者の⾃⼰都合による未出店の場合】

・いかなる場合も出店管理料は返却いたしません。

【酒まつり開催⽇の近い⽇程にて台⾵、豪⾬、地震その他の天災（以下「台⾵等」
   という。）が発⽣し、酒まつりの開催が危ぶまれる場合】
①-1 台⾵の予報円により台⾵の直撃が予想されるとき

  ・4⽇〜5⽇前頃（ 10⽉6⽇(⽉)〜10⽉7⽇(⽕)頃）に実⾏委員会から出店者
  各位へ出店するか、取り⽌めるかの意向を確認します。

  ①-2 台⾵以外の天災
  ・状況により、実⾏委員会から出店者各位へ出店するか、取り⽌めるかの

  意向を確認します。

 
② 出店者からの回答（案内した翌⽇17時締切）

Ａ：上記 ② で出店しないと回答された⽅は、全額返⾦。
 ・万が⼀､台⾵の影響なく開催されても出店できません。

Ｂ：上記 ② で出店すると回答された⽅は、
・その後台⾵等の影響にて2⽇間中⽌になった場合は出店管理料の2分の1返⾦。
 ・その後台⾵等の影響にて1⽇間中⽌になった場合は出店管理料の4分の1返⾦。

 C ： 上記②の回答がない場合は出店すると回答されたとみなします。

尚、返⾦⾦額は振込⼿数料等を差し引いた⾦額となります。


